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トランポリン設置事業者に対する周知

• 民間のトランポリン設置施設において事故が発生していた状況であったことを踏まえ、消費

者安全委員会から出された報告書等のリンクを周知し、報告書に記載の安全への取組を活用

し事故防止に取り組むよう、企業に対して依頼文書を送付。

（出典）消費者安全委員会, 消費者安全法第 23 条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書【概要】－トランポリンパーク等での事故－, 令和５年４月
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商業施設内の遊戯施設の安全に関するガイドライン

• 商業施設を所管する立場から、商業施設内での遊戯施設の安全に関してガイドラインを作成

し、経産省HPにて掲載。

• 「商業施設内の遊戯施設の安全に関するガイドライン」においては、

・商業施設事業者が遊戯施設を設計・設置・運営する場合
・商業施設事業者が遊戯施設をサービスとして提供するテナントと契約する場合
・商業施設事業者が臨時に遊戯施設の設置・運営を委託する事業者（イベント会社、リース会社等）と契約する場合

のそれぞれにおいて、商業施設事業者が取り組むことが望ましい事項を示した。

• 具体的には、設計・設置、テナント等の提携先の選定、点検・保守、事故対応、再発防止、マニュアルの整備等につ
いて定めている。

概要
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